
制定 平成 24 年９月１９日 原規総発第 120919127 号 原子力規制委員会決定 
 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員

会の処分に係る審査基準等を次のように定める。 
 
 平成 24 年９月１９日 
 
                          原子力規制委員会 

 
 

   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子

力規制委員会の処分に係る審査基準等 
 
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）に基づく原子力規制委員会の処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第

５条第１項の規定による審査基準、同法第６条の規定による標準処理期間及び同法第

１２条第１項の規定による処分の基準は、別表のとおりとする。 
 なお、別表中で記載する条項は、特に記載のない限り、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律中の該当する条項を指すものとする。 
 
   附 則（平成２４年９月１９日） 
 この規程は、平成２４年９月１９日から施行する。 
 
（別表） 

条文 内容 審査基準又は処分基準 標準処理期間 
【製錬の規制】    
第３条第１項 製錬事業の指定 基準は、第４条に規定されてい

る。（※１） 
※６ 

第６条第１項 製錬事業の変更

の許可 
同上 ※６ 

第８条第１項 製錬事業者であ

る法人の合併に

係る認可 

基準は、第８条第２項において準

用する第４条第１項第１号及び

第５条に規定されている。（※１） 

※６ 

第１０条第１項 製錬事業の指定

の取消し 
基準は、第１０条第１項及び核原

料物質又は核燃料物質の製錬の

事業に関する規則(昭和３２年総

理府・通商産業省令第１号。以下

「製錬規則」という。)第５条に規

 



定されている。（※３） 
第１０条第２項 製錬事業の指定

の取消し 
基準は、第１０条第２項に規定さ

れている。（※３） 
 

製錬事業の停止

命令 
 

同上  

第１１条の２第

２項 
特定核燃料物質

の防護に係る是

正措置等の命令 

基準は、第１１条の２第２項及び

製錬規則第６条の２に規定され

ている。（※３） 
 

 

第１２条第１項 製錬事業者が定

めた保安規定の

認可 

基準は、第１２条第２項に規定さ

れている。（※１） 
30 日 

製錬事業者が定

めた保安規定の

変更の認可 

同上 
 

30 日 

第１２条第３項 製錬事業者が定

めた保安規定の

変更命令 

基準は、第１２条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

第１２条の２第

１項 
核物質防護規定

の認可 
基準は、第１２条の２第２項に規

定されている。（※１） 
90 日 

核物質防護規定

の変更の認可 
同上 
 

90 日 

第１２条の２第

３項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第１２条の２第３項に規

定されている。（※３） 
 

第１２条の５ 核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第１２条の５に規定され

ている。（※３） 
 

第１２条の６第

２項 
廃止措置計画の

認可 
基準は、第１２条の６第４項及び

製錬規則第７条の５の６に規定

されている。（※２） 

※６ 

第１２条の６第

３項 
廃止措置計画の

変更の認可 
同上 
 

※６ 

第１２条の６第

７項 
 

核燃料物質又は

核原料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第１２条の６第７項に規

定されている。（※３） 
 

 



第１２条の６第

８項 
廃止措置の終了

確認 
基準は、第１２条の６第８項及び

製錬規則第７条の５の８に規定

されている。（※２） 

※６ 

第１２条の７第

２項 
指定の取消し等

に伴う廃止措置

計画の認可 

基準は、第１２条の７第５項及び

製錬規則第７条の５の６に規定

されている。（※２） 

※６ 

第１２条の７第

４項 
指定の取消し等

に伴う廃止措置

計画の変更の認

可 

同上 
 

※６ 

第１２条の７第

８項 
核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第１２条の７第８項に規

定されている。（※３） 
 
 

 

第１２条の７第

９項 
指定の取消し等

に伴う廃止措置

の終了確認 

基準は、第１２条の７第９項及び

製錬規則第７条の５の８に規定

されている。（※２） 

※６ 

【加工の規制】    
第１３条第１項 加工事業の許可 当該審査基準は、第１４条の規定

を基としつつ、同条第１項につい

ては、以下の原子力規制委員会設

置法（平成二十四年法律第四十七

号）の施行前の原子力安全委員会

（以下「旧原子力安全委員会」と

いう。）が決定した安全審査指針、

旧原子力安全委員会が了承した

専門部会報告書等によるものと

する。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○核燃料施設安全審査基本指針

（昭和５５年２月７日、原子力安

全委員会決定） 
○ウラン加工施設安全審査指針

（昭和５５年１２月２２日、原子

※６ 



力安全委員会決定） 
○特定のウラン加工施設のため

の安全審査指針（平成１２年９月

２５日、原子力安全委員会決定） 
○核燃料施設の立地評価上必要

なプルトニウムに関するめやす

線量について（昭和５８年５月２

６日、原子力安全委員会決定） 
○ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料加工施設安全審査指針（平

成１４年４月１１日、原子力安全

委員会決定） 
○ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料加工施設に対する仮想的

な臨界事故の評価について（平成

１４年４月１１日、原子力安全委

員会決定） 
第１６条第１項 加工事業の変更

の許可 
 

同上 ※６ 

第１６条の２第

１項 
加工施設の設計

及び工事の方法

の認可 

基準は、第１６条の２第３項及び

加工施設の設計及び工事の方法

の技術基準に関する規則（昭和６

２年総理府令第１０号）に規定さ

れている。（※２） 

※６ 

加工施設の変更

に係る設計及び

工事の方法の認

可 

同上 ※６ 

第１６条の２第

２項 
加工施設の設計

及び工事の方法

の変更の認可 

同上 
 

※６ 

第１６条の３第

１項 
加工施設の使用

前検査 
基準は、第１６条の３第２項及び

核燃料物質の加工の事業に関す

る規則(昭和４１年総理府令第３

７号。以下「加工規則」という。）

第３条の６の２に規定されてい

る。（※２） 

検査終了後 30
日 



加工施設の変更

に係る使用前検

査 

同上 
 

検査終了後 30
日 

第１６条の４第

１項 
加工施設の溶接

検査 
基準は、第１６条の４第３項及び

加工施設、再処理施設、特定廃棄

物埋設施設及び特定廃棄物管理

施設の溶接の技術基準に関する

規則(平成１２年総理府令第１２

３号。以下「核燃料施設溶接規則」

という。)に規定されている。（※

２） 

※６ 

第１６条の４第

２項 
加工施設の溶接

の方法の認可 
当該審査基準は、加工規則第３条

の１２第３項の規定を基としつ

つ、以下の基準によるものとす

る。 
○加工施設及び再処理施設に係

る溶接の方法の認可について（平

成１２年１２月２７日付け１２

安局第２１２号（原子力安全局長

通達）。以下「核燃料施設溶接方

法認可通達」という。） 

※６ 

第１６条の４第

４項 
輸入した加工施

設の溶接検査 
基準は、第１６条の４第５項及び

核燃料施設溶接規則に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第１６条の５第

１項 
加工施設の施設

定期検査 
基準は、第１６条の５第２項及び

加工規則第３条の１８に規定さ

れている。（※２） 

検査終了後 30
日 

第１８条第１項 加工事業者であ

る法人の合併の

認可 

基準は、第１８条第２項において

準用する第１４条第１号及び第

１５条に規定されている。（※２） 

※６ 

第２０条第１項 加工事業の許可

の取消し 
基準は、第２０条第１項及び加工

規則第６条に規定されている。

（※３） 

 

第２０条第２項 加工事業の許可

の取消し 
基準は、第２０条第２項に規定さ

れている。（※３） 
 

加工事業の停止

命令 
同上  

第２１条の３第 保安のために必 基準は、第２１条の３第１項に規  



１項 要な措置命令 定されている。（※３） 
第２１条の３第

２項 
防護措置に係る

是正措置等の命

令 

基準は、第２１条の３第２項に規

定されている。（※３） 
 

第２２条第１項 加工事業者が定

めた保安規定の

認可 

基準は、第２２条第２項に規定さ

れている。（※２） 
30 日 

加工事業者が定

めた保安規定の

変更の認可 

同上 30 日 

第２２条第３項 加工事業者が定

めた保安規定の

変更命令 

基準は、第２２条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

第２２条の３第

１項第２号 
核燃料取扱主任

者に係る認定 
基準は、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律

施行令（昭和３２年政令第３２４

号。以下「令」という。）第１０

条に規定されている。（※２） 

30 日 
 

第２２条の３第

３項 
核燃料取扱主任

者免状の返納命

令 

基準は、第２２条の３第３項に規

定されている。（※３） 
 

 

第２２条の５ 核燃料取扱主任

者の解任命令 
基準は、第２２条の５に規定され

ている。（※３） 
 

第２２条の６第

１項 
核物質防護規定

の認可 
基準は、第２２条の６第２項にお

いて準用する第１２条の２第２

項に規定されている。（※２） 

90 日 

核物質防護規定

の変更の認可 
同上 
 

90 日 

第２２条の６第

２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第２２条の６第２項にお

いて準用する第１２条の２第３

項に規定されている。（※３） 

 

第２２条の７第

２項 
核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第２２条の７第２項にお

いて準用する第１２条の５に規

定されている。（※３） 

 

第２２条の８第

２項 
廃止措置計画の

認可 
基準は、第２２条の８第３項にお

いて準用する第１２条の６第４

項及び加工規則第９条の８に規

定されている。（※２） 

※６ 



第２２条の８第

３項において準

用する第１２条

の６第３項 

廃止措置計画の

変更の認可 
 

同上 ※６ 

第２２条の８第

３項において準

用する第１２条

の６第７項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第２２条の８第３項にお

いて準用する第１２条の６第７

項に規定されている。（※３） 
 

 

第２２条の８第

３項において準

用する第１２条

の６第８項 

廃止措置の終了

確認 
基準は、第２２条の８第３項にお

いて準用する第１２条の６第８

項及び加工規則第９条の１０に

規定されている。（※２） 
 

※６ 

第２２条の 
９第２項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の認可 

基準は、第２２条の９第５項にお

いて準用する第１２条の７第５

項及び加工規則第９条の８に規

定されている。（※２） 

※６ 

第２２条の９第

５項において準

用する第１２条

の７第４項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の変更の認

可 

同上 ※６ 

第２２条の９第

５項において準

用する第１２条

の７第８項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第２２条の９第５項にお

いて準用する第１２条の７第８

項に規定されている。（※３） 
 

 

第２２条の９第

５項において準

用する第１２条

の７第９項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

の終了確認 

基準は、第２２条の９第５項にお

いて準用する第１２条の７第９

項及び加工規則第９条の１０に

規定されている。（※２） 

※６ 

【原子炉の規制】 
第２３条第１項 原子炉（実用発電

用原子炉に限る）

設置の許可 

当該審査基準は、第２４条の規定

を基としつつ、同条第１項につい

ては、以下の旧原子力安全委員会

等が決定した安全審査指針、旧原

２年 



子力安全委員会等が了承した専

門部会報告書等によるものとす

る。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○原子炉立地審査指針及びその

適用に関する判断のめやすにつ

いて（昭和３９年５月２７日、原

子力委員会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設に関

する安全設計審査指針（平成２年

８月３０日、原子力安全委員会決

定） 
○発電用軽水型原子炉施設の安

全機能の重要度分類に関する審

査指針（平成２年８月３０日、原

子力安全委員会決定） 
○発電用原子炉施設に関する耐

震設計審査指針（平成１８年９月

１９日、原子力安全委員会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設の火

災防護に関する審査指針（昭和５

５年１１月６日、原子力安全委員

会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設にお

ける事故時の放射線計測に関す

る審査指針（昭和５６年７月２３

日、原子力安全委員会決定） 
○放射性液体廃棄物処理施設の

安全審査に当たり考慮すべき事

項ないしは基本的な考え方（昭和

５６年９月２８日、原子力安全委

員会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設の安

全評価に関する審査指針（平成２

年８月３０日、原子力安全委員会

決定） 



○発電用加圧水型原子炉の炉心

熱設計評価指針（昭和６３年４月

２１日、原子力安全委員会決定） 
○軽水型動力炉の非常用炉心冷

却系の性能評価指針（昭和５６年

７月２０日、原子力安全委員会決

定） 
○発電用軽水型原子炉施設の反

応度投入事象に関する評価指針

（昭和５９年１月１９日、原子力

安全委員会決定） 
○BWR.MARKⅠ型格納容器圧力

抑制系に加わる動荷重の評価指

針（昭和６２年１１月５日、原子

力安全委員会決定） 
○BWR.MARKⅡ型格納容器圧力

抑制系に加わる動荷重の評価指

針（昭和５６年７月２０日、原子

力安全委員会決定） 
○発電用原子炉施設の安全解析

に関する気象指針（昭和５７年１

月２８日、原子力安全委員会決

定） 
○発電用軽水型原子炉施設周辺

の線量目標値に関する指針(昭和

５０年５月１３日、原子力委員会

決定) 
○発電用軽水型原子炉施設周辺

の線量目標値に対する評価指針

（昭和５１年９月２８日、原子力

委員会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設にお

ける放出放射性物質の測定に関

する指針（昭和５３年９月２９

日、原子力委員会決定） 
○｢我が国の安全確保対策に反映

させるべき事項｣について(審査、

設計及び運転管理に関する事項



(基準関係の反映事項は除く))（昭

和５５年６月２３日、原子力安全

委員会決定） 
○プルトニウムを燃料とする原

子炉の立地評価上必要なプルト

ニウムに関するめやす線量につ

いて（昭和５６年７月２０日、原

子力安全委員会決定） 
○｢燃料被覆管は機械的に破損し

ないこと｣の解釈の明確化につい

て（昭和６０年７月１８日、原子

力安全委員会了承） 
○発電用軽水型原子炉の燃料設

計手法について（昭和６３年５月

１２日、原子力安全委員会了承） 
○発電用軽水型原子炉施設の安

全審査における一般公衆の線量

評価について(平成元年３月２７

日、原子力安全委員会了承） 
○被ばく計算に用いる放射線エ

ネルギー等について（平成元年３

月２７日、原子力安全委員会了

承） 
○配管の破断に伴う｢内部発生飛

来物に対する設計上の考慮｣につ

いて（平成４年３月２６日、原子

力安全委員会了承） 
○軽水型動力炉の非常用炉心冷

却系の性能評価に用いる崩壊熱

データについて（平成４年６月１

１日、原子力安全委員会了承） 
○原子力発電所内の使用済燃料

の乾式キャスク貯蔵について（平

成４年８月２７日、原子力安全委

員会了承） 
○沸騰水型原子炉に用いられる

９行９列型の燃料集合体につい

て（平成６年３月３日、原子力安



全委員会了承） 
○発電用軽水型原子炉施設に用

いられる混合酸化物燃料につい

て（平成７年６月１９日、原子力

安全委員会了承） 
○発電用軽水型原子炉施設の反

応度投入事象における燃焼の進

んだ燃料の取扱いについて（平成

１０年４月１３日、原子力安全委

員会了承） 
○「プルトニウムを燃料とする原

子炉の立地評価上必要なプルト

ニウムに関するめやす線量につ

いて」の適用方法などについて

（平成１０年１１月１６日、原子

力安全委員会了承） 
○改良型沸騰水型原子炉におけ

る混合酸化物燃料の全炉心装荷

について（平成１１年６月２８

日、原子力安全委員会了承） 
○沸騰遷移後燃料健全性評価分

科会報告書（平成１８年６月２９

日、原子力安全委員会了承） 
○沸騰水型原子炉に用いられる

８行８列型の燃料集合体につい

て（昭和４９年１２月２５日、原

子炉安全専門審査会） 
○加圧水型原子炉に用いられる

１７行１７列型の燃料集合体に

ついて（昭和５１年２月１６日、

原子炉安全専門審査会） 
○沸騰水型原子炉の炉心熱設計

手法及び熱的運転制限値決定手

法について（昭和５１年２月１６

日、原子炉安全専門審査会） 
○沸騰水型原子炉の炉心熱設計

手法及び熱的運転制限値決定手

法の適用について（昭和５２年２



月２３日、原子炉安全専門審査

会） 
○取替炉心検討会報告書（昭和５

２年５月２０日、原子炉安全専門

審査会） 
○発電用原子炉施設の耐震安全

性に関する安全審査の手引き（平

成２２年１２月２０日、原子力安

全委員会了承） 
○実用発電用原子炉施設への航

空機落下確率の評価基準につい

て（平成１４年７月３０日、平成

14・07・29 原院第 4 号） 
第２３条第１項 原子炉（発電の用

に供する原子炉

であって研究開

発段階にある原

子炉（以下「研究

開発段階炉」とい

う。）に限る。）設

置の許可 

当該審査基準は、第２４条の規定

を基としつつ、同条第１項につい

ては、以下の旧原子力安全委員会

が決定した安全審査指針、旧原子

力安全委員会が了承した専門部

会報告書等によるものとする。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○水冷却型試験研究用原子炉施

設に関する安全設計審査指針（平

成３年７月１８日、原子力安全委

員会決定） 
○水冷却型試験研究用原子炉施

設の安全評価に関する審査指針

（平成３年７月１８日、原子力安

全委員会決定） 
○高速増殖炉の安全評価の考え

方（昭和５５年１１月６日、原子

力安全委員会決定） 
○新型転換炉実証炉の安全性の

評価の考え方（昭和６３年６月９

日、原子力安全委員会決定） 
○プルトニウムを燃料とする原

子炉の立地評価上必要なプルト

※６ 



ニウムに関するめやす線量につ

いて（昭和５６年７月２０日、原

子力安全委員会決定） 
第２３条第１項 原子炉（試験研究

の用に供する原

子炉等の設置、運

転等に関する規

則（昭和３２年総

理府令第８３号。

以下「試験炉規

則」という。）第

１条第１号又は

第２号に掲げる

原子炉に限る。）

設置の許可 

基準は、第２４条第１項に規定さ

れている。（※４） 
※６ 

第２６条第１項 
 

原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置の変

更の許可 

実用発電用原子炉に係るものは

第２３条第１項の審査基準と同

じ。 

２年 

第２３条第１項のうち研究開発

段階炉に係るものは同様の炉の

審査基準と同じ。 

※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）の設置の変

更の許可 

基準は、第２６条の第４項におい

て準用する第２４条に規定され

ている。（※４） 

※６ 

第２７条第１項 
及び第２項 
 

原子炉（研究開発

段階炉に限る。）

施設の設計及び

工事の方法の認

可 

当該審査基準は、第２７条第３項

及び研究開発段階にある発電の

用に供する原子炉の設計及び工

事の方法の技術基準に関する規

則（平成１２年総理府令第１２０

号）を基としつつ、以下の基準に

よるものとする。 
○試験研究用原子炉施設に関す

る構造等の技術基準（平成２年６

月、平成２年１２月一部改定安局

３月 



（原規）第１８号（原子力安全局

長通達）） 
○ナトリウム冷却型高速増殖炉

発電所の原子炉施設に関する構

造等の技術基準（平成１６年７月

２９日、平成 16・07・14 原院第

2 号） 
○ナトリウム冷却型高速増殖炉

発電所の原子炉施設の耐震設計

基準（昭和６２年３月安局（原規）

第２０号（原子力安全局長通達）） 
○ナトリウム冷却型高速増殖炉

発電所の燃料に関する技術基準

（昭和６２年３月安局（原規）第

２０号（原子力安全局長通達）） 
○発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン等に関する技術基準（昭和６

２年３月安局（原規）第２０号（原

子力安全局長通達）） 
○原子炉施設の設計及び工事の

方法の認可、使用前検査及び定期

検査の運用について（昭和５５年

１月２１日安局第２６２号（原子

力安全局長通達）） 
 

原子炉（研究開発

段階炉に限る。）

施設の変更に係

る設計及び工事

の方法の認可 

同上 

原子炉（研究開発

段階炉に限る。）

施設の設計及び

工事の方法の変

更の認可 

同上 ３月 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

基準は、第２７条第３項及び試験

研究の用に供する原子炉等の設

計及び工事の方法の技術基準に

※６ 



げる原子炉に限

る。）施設の設計

及び工事方法の

認可 

関する規則（昭和６２年総理府令

第１１号）に規定されている。（※

２） 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）施設の変更

に係る設計及び

工事方法の認可 

同上 ※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る）施設の設計及

び工事方法の変

更の認可 

同上 ※６ 

第２８条第１項 原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）施設の使

用前検査 

基準は、第２８条第２項、実用発

電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則（昭和５３年通商産業省令

第７７号。以下「実用炉則」とい

う。）第３条の６及び研究開発段

階にある発電の用に供する原子

炉の設置、運転等に関する規則

（平成１２年総理府令第１２２

号。以下「研究開発段階炉則」と

いう。）第９条に規定されている。

（※２） 

検査終了後 30
日 

原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階にあ

る原子炉に限

る。）施設の変更

に係る使用前検

査 

同上 
 

検査終了後 30
日 



原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）施設の使用

前検査 

基準は、第２８条第２項及び試験

炉規則第３条の５に規定されて

いる。（※２） 

検査終了後 30
日間 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）施設の変更

に係る使用前検

査 

同上 検査終了後 30
日間 

第２８条の２第

１項 
 

原子炉（研究開発

段階炉に限る。）

施設の溶接検査 

当該審査基準は、第２８条の２第

３項並びに研究開発段階炉則第

１１条、第１２条及び第１３条並

びに研究開発段階にある発電の

用に供する原子炉の溶接の技術

基準に関する規則（平成１２年総

理府令第１２１号。以下「研究開

発段階炉溶接規則」という。）の

規定を基としつつ、 
以下の基準によるものとする。 
○研究開発段階にある発電の用

に供する原子炉の溶接の方法の

認可について（平成１６年７月２

９日、平成 16・07・09 原院第 2
号） 

検査終了後 30
日 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）容器等施設

の溶接検査 

基準は、第２８条の２第３項及び

試験研究の用に供する原子炉等

の溶接の技術基準に関する規則

（昭和６１年総理府令第７４号。

以下「試験炉溶接規則」という。）

に規定されている。（※２） 

検査終了後 30
日間 



第２８条の２第

２項 
原子炉（実用発電

用原子炉に限

る。）施設の溶接

の方法の認可 

基準は、実用炉則第３条の１２第

３項に規定されている。（※２） 
 

※６ 

原子炉（研究開発

段階炉に限る。）

施設の溶接の方

法の認可 

当該審査基準は、研究開発段階炉

則第１５条第３項の規定を基と

しつつ、以下の基準によるものと

する。 
○研究開発段階にある発電の用

に供する原子炉の溶接の方法の

認可について（平成１６年７月２

９日、平成 16・07・09 原院第 2
号） 

30 日 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）容器等施設

の溶接の方法の

認可 

基準は、試験炉規則第３条の１１

第３項に規定されている。（※２） 
30 日 

第２８条の２第

４項 
輸入した原子炉

（研究開発段階

炉に限る。）施設

の溶接検査 

基準は、第２８条の２第５項及び

研究開発段階炉溶接規則に規定

されている。（※２） 
 

検査終了後 30
日 

輸入した原子炉

（試験炉規則第

１条第１号又は

第２号に掲げる

原子炉に限る。）

施設の溶接検査 

基準は、第２８条の２第５項及び

試験炉溶接規則に規定されてい

る。（※２） 

検査終了後 30
日間 

第２９条第１項 原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階にあ

る原子炉に限

る。）施設の施設

定期検査 

基準は、第２９条第２項、実用炉

則第３条の１７及び研究開発段

階炉則第２１条に規定されてい

る。（※２） 

検査終了後 30
日 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

基準は、第２９条第２項及び試験

炉規則第３条の１７に規定され

検査終了後 30
日間 



又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）施設の施設

定期検査 

ている。（※２） 

第３１条第１項 原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階にあ

る原子炉に限

る。）設置者であ

る法人の合併に

係る認可 

基準は、第３１条第２項において

準用する第２４条第１項第１号

及び第２号並びに第２項並びに

第２５条に規定されている。（※

２） 

※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者であ

る法人の合併の

認可 

基準は、第３１条第２項において

準用する第２４条第１項第１号

及び第２号並びに第２項並びに

第２５条に規定されている。（※

２） 

※６ 

第３３条第１項 原子炉設置の許

可の取消し 
基準は、第３３条第１項、実用炉

則第６条、研究開発段階炉則第２

４条及び試験炉規則第５条の２

に規定されている。（※３） 

 

第３３条第２項 原子炉設置の許

可の取消し 
基準は、第３３条第２項に規定さ

れている。（※３） 
 

原子炉の運転停

止命令 
同上 
 

 

第３６条第１項 保安のために必

要な措置命令 
基準は、第３６条第１項に規定さ

れている。（※３） 
 

第３６条第２項 防護措置に係る

是正措置等の命

令 

基準は、第３６条第２項に規定さ

れている。（※３） 
 

 

第３７条第１項 
 

原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者が

定めた保安規定

の認可 

基準は、第３７条第２項に規定さ

れている。（※２） 
６月 



原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者が

定めた保安規定

の変更の認可 

同上 
 

６月（原子炉施

設の増設、実用

発電用原子炉

の設置、運転等

に関する規則

第 16 条第２項

各号に掲げる

場合以外は３

月） 
原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者の保

安規定の認可 

基準は、第３７条第２項に規定さ

れている。（※２） 
90 日間 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者の保

安規定の変更の

認可 

同上 60 日間 

第３７条第３項 原子炉設置者が

定めた保安規定

の変更命令 

基準は、第３７条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

 

第３９条第１項 原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）の譲受け

の許可 

当該審査基準は、第２３条第１項

の審査基準と同じ。 
※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）施設の譲受

けの許可 

当該審査基準は、第３９条第３項

において準用する第２４条に規

定されている。（※２） 

※６ 

第４１条第１項

第２号 
原子炉主任技術

者に係る認定 
基準は、令第２０条において準用

する令第１０条に規定されてい

30 日 



る。（※２） 
第４１条第３項 原子炉主任技術

者免状の返納命

令 

基準は、第４１条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

 

第４３条 原子炉主任技術

者の解任命令 
基準は、第４３条に規定されてい

る。（※３） 
 

 

第４３条の２第

１項 
原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者の

核物質防護規定

の認可 

基準は、第４３条の２第２項にお

いて準用する第１２条の２第２

項に規定されている。（※２） 

90 日 

原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者の

核物質防護規定

の変更の認可 

同上 
 

90 日 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者の核

物質防護規定の

認可 

基準は、第４３条の２第２項にお

いて準用する第１２条の２第２

項に規定されている。（※２） 
 

※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉）設置

者の核物質防護

規定の変更の認

可 

同上 ※６ 

第４３条の２第

２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第４３条の２第２項にお

いて準用する第１２条の２第３

項に規定されている。（※３） 
 

 

第４３条の３第 核物質防護管理 基準は、第４３条の３第２項にお  



２項 者の解任命令 いて準用する第１２条の５に規

定されている。（※３） 
 

第４３条の３の

２第２項 
原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者の

廃止措置計画の

認可 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第４項並びに実用炉則第１９条

の９及び研究開発段階炉則第４

３条の６に規定されている。（※

２） 

※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者の廃

止措置計画の認

可 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第４項及び試験研究の用に供す

る原子炉等の設置、運転等に関す

る規則第１６条の９に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第４３条の３の

２第３項におい

て準用する第１

２条の６第３項 
 

原子炉（実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

限る。）設置者の

廃止措置計画の

変更の認可 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第４項並びに実用炉則第１９条

の９及び研究開発段階炉則第４

３条の６に規定されている。（※

２） 
 

※６ 

原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉に限

る。）設置者の廃

止措置に関する

計画の変更の認

可 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第４項及び試験研究の用に供す

る原子炉等の設置、運転等に関す

る規則第１６条の９に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第４３条の３の

２第３項におい

て準用する第１

２条６第７項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害の

防止のための措

置等の命令 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第７項に規定されている。（※３） 
 

 



第４３条の３の

２第３項におい

て準用する第１

２条の６第８項 
 

廃止措置の終了

確認（実用発電用

原子炉又は研究

開発段階炉に係

るものに限る。） 

基準は、第４３条の３の２第３項

において準用する第１２条の６

第８項並びに実用炉則第１９条

の１１及び研究開発段階炉則第

４３条の８に規定されている。

（※２） 

※６ 

廃止措置終了の

確認（試験炉規則

第１条第１号又

は第２号に掲げ

る原子炉に係る

ものに限る。） 

基準は、試験炉規則第１６条の１

１に規定されている（※２）。 
※６ 

第４３条の３の

３第２項 
許可の取消し等

に伴う原子炉（実

用発電用原子炉

又は研究開発段

階炉に限る。）設

置者の廃止措置

計画の認可（実用

発電用原子炉又

は研究開発段階

炉に係るものに

限る。） 

基準は、実用炉則第１９条の９及

び研究開発段階炉則第４３条の

６に規定されている。（※２） 

※６ 

許可の取消し等

に伴う原子炉（試

験炉規則第１条

第１号又は第２

号に掲げる原子

炉）設置者の廃止

措置に関する計

画の認可（旧原子

炉設置者等に係

るものに限る。） 

基準は、第４３条の３の３第４項

において準用する第１２条の７

第５項及び試験炉規則第１６条

の９に規定されている。（※２） 

※６ 

第４３条の３の

３第４項におい

て準用する第１

２条の７第４項 
 

許可の取消し等

に伴う原子炉（実

用発電用原子

炉・研究開発段階

にある原子炉）設

基準は、実用炉則第１９条の９及

び研究開発段階炉則第４３条の

６に規定されている。（※２） 
 

 



置者の廃止措置

計画の変更の認

可 
 
原子炉（試験炉規

則第１条第１号

又は第２号に掲

げる原子炉）設置

者の廃止措置に

関する計画の変

更の認可（旧原子

炉設置者等に係

るものに限る） 

基準は、第４３条の３の３第４項

において準用する第１２条の７

第５項及び試験炉規則第１６条

の９に規定されている。（※２） 

※６ 

第４３条の３の

３第４項におい

て準用する第１

２条の７第８項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第４３条の３の３第４項

において準用する第１２条の７

第８項に規定されている。（※３） 
 

 

第４３条の３の

３第４項におい

て準用する第１

２条の７第９項 
 

廃止措置の終了

確認（実用発電用

原子炉又は研究

開発段階にある

原子炉に係るも

のに限る。） 

基準は、第４３条の３の３第４項

において準用する第１２条の７

第９項並びに実用炉則第１９条

の１１及び研究開発段階炉則第

４３条の８に規定されている。

（※２） 

※６ 

廃止措置終了の

確認（試験炉規則

第１条第１号又

は第２号に掲げ

る原子炉）（旧原

子炉設置者等に

係るものに限る） 

基準は、試験炉規則第１６条の１

１に規定されている。（※２） 
※６ 

【貯蔵の規制】    
第４３条の４第

１項 
使用済燃料貯蔵

事業の許可 
基準は、第４３条の５の規定を基

としつつ、同条第１項の規定につ

いては、以下の旧原子力安全委員

会が決定した安全審査指針、旧原

子力安全委員会が了承した専門

※６ 



部会報告書等の基準によるもの

とする。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○金属製乾式キャスクを用いる

使用済燃料中間貯蔵施設のため

の安全審査指針（平成１４年１０

月３日、原子力安全委員会決定） 
○使用済燃料中間貯蔵施設の安

全審査における「地震に対する考

慮」の具体的適用について（平成

２０年１０月２７日、原子力安全

委員会了承） 
○使用済燃料中間貯蔵施設の安

全審査における「自然環境」の考

え方について（平成２０年１０月

２７日、原子力安全委員会了承） 
○コンクリートキャスクを用い

る使用済燃料貯蔵施設（中間貯蔵

施設）に係る技術要件（平成１８

年４月１０日、平成 18･02･17 原

院第 7 号） 
第４３条の７第

１項 
使用済燃料貯蔵

事業の変更の許

可 

同上 
 

※６ 

第４３条の８第

１項 
使用済燃料貯蔵

施設の設計及び

工事の方法の認

可 

基準は、第４３条の８第３項の規

定及び使用済燃料貯蔵施設の設

計及び工事の方法の技術基準に

関する省令（平成１２年通商産業

省令第１１３号）の規定を基とし

つつ、以下の基準によるものとす

る。 
○使用済燃料貯蔵施設の設計及

び工事の方法の技術基準に関す

る省令の解釈（内規）（平成２１

年３月２７日、平成 21・02・26
原院第８号） 

※６ 



使用済燃料貯蔵

施設の変更に係

る設計及び工事

の方法の認可 

同上 
 

※６ 

第４３条の８第

２項 
使用済燃料貯蔵

施設の設計及び

工事の方法の変

更の認可 

同上 
 

※６ 

第４３条の９第

１項 
使用済燃料貯蔵

施設の使用前検

査 

基準は、第４３条の９第２項及び

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則（平成１２年通商産業省令

第１１２号。以下「貯蔵規則」と

いう。）第９条に規定されている。

（※２） 

検査終了後 30
日 

使用済燃料貯蔵

施設の変更に係

る使用前検査 

同上 
 

検査終了後 30
日 

第４３条の１０

第１項 
使用済燃料貯蔵

施設の溶接検査 
基準は、第４３条の１０第３項の

規定及び使用済燃料貯蔵施設の

溶接に関する技術基準を定める

省令（平成１２年通商産業省令第

１１４号。以下「貯蔵施設溶接規

則」という。）の規定を基としつ

つ、以下の基準によるものとす

る。 
○使用済燃料貯蔵施設の溶接に

関する技術基準を定める省令の

解釈（内規）（平成２１年３月２

７日、平成 21・02・26 原院第７

号） 

※６ 

第４３条の１０

第２項 
使用済燃料貯蔵

施設の溶接の方

法の認可 

当該審査基準は、貯蔵規則第１５

条第３項の規定を基としつつ、以

下の基準によるものとする。 
○使用済燃料貯蔵施設の溶接の

方法の認可について（内規）（平

成２１年３月２７日、平成 21・
02・26 原院第９号） 

※６ 

第４３条の１０ 輸入した使用済 基準は、第４３条の１０第５項の ※６ 



第４項 燃料貯蔵施設の

溶接検査 
規定及び貯蔵施設溶接規則の規

定を基としつつ、以下の基準によ

るものとする。 
○使用済燃料貯蔵施設の溶接に

関する技術基準を定める省令の

解釈（内規）（平成２１年３月２

７日、平成 21・02・26 原院第７

号） 
第４３条の１１

第１項 
使用済燃料貯蔵

施設の施設定期

検査 

基準は、第４３条の１１第２項及

び貯蔵規則第２２条に規定され

ている。（※２） 

検査終了後 30
日 

第４３条の１４

第１項 
使用済燃料貯蔵

事業者である法

人の合併の認可 

基準は、第４３条の１４第２項に

おいて準用する第４３条の５第

１項第１号及び第２号並びに第

４３条の６に規定されている。

（※２） 

※６ 

第４３条の１６

第１項 
使用済燃料貯蔵

事業の許可の取

消し 

基準は、第４３条の１６第１項及

び貯蔵規則第２６条に規定され

ている。（※３） 

 

第４３条の１６

第２項 
使用済燃料貯蔵

事業の許可の取

消し 

基準は、第４３条の１６第２項に

規定されている。（※３） 
 

使用済燃料貯蔵

事業の停止命令 
同上 
 

 

第４３条の１９

第１項 
保安のために必

要な措置命令 
基準は、第４３条の１９第１項に

規定されている。（※３） 
 

第４３条の１９

第２項 
防護措置に係る

是正措置等の命

令 

基準は、第４３条の１９第２項に

規定されている。（※３） 
 

第４３条の２０

第１項 
使用済燃料貯蔵

事業者が定めた

保安規定の認可 

基準は、第４３条の２０第２項に

規定されている。（※２） 
 

30 日 

使用済燃料貯蔵

事業者が定めた

保安規定の変更

の認可 

同上 
 

30 日 

第４３条の２０

第３項 
使用済燃料貯蔵

事業者が定めた

基準は、第４３条の２０第３項に

規定されている。（※３） 
 



保安規定の変更

命令 
 

第４３条の２４ 使用済燃料取扱

主任者の解任命

令 

基準は、第４３条の２４に規定さ

れている。（※３） 
 

第４３条の２５

第１項 
核物質防護規定

の認可 
基準は、第４３条の２５第２項に

おいて準用する第１２条の２第

２項に規定されている。（※２） 

90 日 

核物質防護規定

の変更の認可 
同上 
 

90 日 

第４３条の２５

第２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第４３条の２５第２項に

おいて準用する第１２条の２第

３項に規定されている。（※３） 

 

第４３条の２６

第２項 
核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第４３条の２６第２項に

おいて準用する第１２条の５に

規定されている。（※３） 

 

第４３条の２７

第２項 
廃止措置計画の

認可 
基準は、第４３条の２７第３項に

おいて準用する第１２条の６第

４項及び貯蔵規則第４３条の６

に規定されている。 

※６ 

第４３条の２７

第３項において

準用する第１２

条の６第３項 

廃止措置計画の

変更の認可 
同上 ※６ 

第４３条の２７

第３項において

準用する第１２

条の６第７項 
 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第４３条の２７第３項に

おいて準用する第１２条の６第

７項に規定されている。 
 

 

第４３条の２７

第３項において

準用する第１２

条の６第８項 

廃止措置の終了

確認 
基準は、第４３条の２７第３項に

おいて準用する第１２条の６第

８項及び貯蔵規則第４３条の８

に規定されている。 

※６ 

第４３条の２８

第２項 
許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の認可 

基準は、第４３条の２８第４項に

おいて準用する第１２条の７第

５項及び貯蔵規則第４３条の６

に規定されている。 

※６ 



第４３条の２８

第４項において

準用する第１２

条の７第４項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の変更の認

可 
 

同上 
 

※６ 

第４３条の２８

第４項において

準用する第１２

条の７第８項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第４３条の２８第４項に

おいて準用する第１２条の７第

８項に規定されている。 
 

 

第４３条の２８

第４項において

準用する第１２

条の７第９項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

の終了確認 

基準は、第４３条の２８第４項に

おいて準用する第１２条の７第

９項及び貯蔵規則第４３条の８

に規定されている。 
 

※６ 

【再処理の規

制】 
   

第４４条第１項 再処理事業の指

定 
当該審査基準は、第４４条の２の

規定を基としつつ、同条第１項に

ついては、以下の旧原子力安全委

員会が決定した安全審査指針、旧

原子力安全委員会が了承した専

門部会報告書等によるものとす

る。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○核燃料施設安全審査基本指針

（昭和５５年２月７日、原子力安

全委員会決定） 
○核燃料施設の立地評価上必要

なプルトニウムに関するめやす

線量について（昭和５８年５月２

６日、原子力安全委員会決定） 
○再処理施設安全審査指針（昭和

６１年２月２０日、原子力安全委

員会決定） 

※６ 



第４４条の４第

１項 
再処理事業の変

更の許可 
同上 ※６ 

第４５条第１項 再処理施設の設

計及び工事の方

法の認可 

基準は、第４５条第３項及び再処

理施設の設計及び工事の方法の

技術基準に関する規則（昭和６２

年総理府令第１２号）に規定され

ている。（※２） 

※６ 

再処理施設の変

更に係る設計及

び工事の方法の

認可 

同上 
 

※６ 

第４５条第２項 再処理施設の設

計及び工事の方

法の変更の認可 

同上 ※６ 

第４６条第１項 再処理施設の使

用前検査 
基準は、第４６条第２項及び使用

済燃料の再処理の事業に関する

規則（昭和４６年総理府令第１０

号。以下「再処理規則」という。）

第６条の２に規定されている。

（※２） 

検査終了後 30
日 

再処理施設の変

更に係る使用前

検査 

同上 
 

検査終了後 30
日 

第４６条の２第

１項 
再処理施設の溶

接検査 
基準は、第４６条の２第３項及び

核燃料施設溶接規則に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第４６条の２第

２項 
再処理施設の溶

接の方法の認可 
当該審査基準は、再処理規則第７

条の６第３項の規定を基としつ

つ、以下の基準によるものとす

る。 
○核燃料施設溶接方法認可通達 

※６ 

第４６条の２第

４項 
輸入した再処理

施設の溶接検査 
基準は、第４６条の２第５項及び

核燃料施設溶接規則に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第４６条の２の

２第１項 
再処理施設の施

設定期検査 
基準は、第４６条の２の２第２項

及び再処理規則第７条の１２に

規定されている。（※２） 

検査終了後 30
日 

第４６条の５第 再処理事業者で 基準は、第４６条の５第２項にお ※６ 



１項 ある法人の合併

の認可 
いて準用する第４４条の２第１

項第１号及び第２号並びに第２

項並びに第４４条の３に規定さ

れている。（※２） 
第４６条の７第

１項 
再処理事業の指

定の取消し 
基準は、第４６条の７第１項及び

再処理規則第７条の１５に規定

されている。（※３） 

 

第４６条の７第

２項 
再処理事業の指

定の取消し 
基準は、第４６条の７第２項に規

定されている。（※３） 
 

再処理事業の停

止命令 
同上 
 

 

第４９条第１項 保安のために必

要な措置命令 
基準は、第４９条第１項に規定さ

れている。（※３） 
 

第４９条第２項 防護措置に係る

是正措置等の命

令 

基準は、第４９条第２項に規定さ

れている。（※３） 
 

第５０条第１項 再処理事業者の

保安規定の認可 
基準は、第５０条第２項に規定さ

れている。（※２） 
30 日 

再処理事業者の

保安規定の変更

の認可 

同上 
 

30 日 

第５０条第３項 再処理事業者の

保安規定の変更

命令 

基準は、第５０条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

第５０条の２第

２項 
核燃料取扱主任

者の解任命令 
基準は、第５０条の２第２項にお

いて準用する第２２条の５に規

定されている。（※３） 

 

第５０条の３第

１項 
核物質防護規定

の認可 
基準は、第５０条の３第２項にお

いて準用する第１２条の２第２

項に規定されている。（※２） 

90 日 

核物質防護規定

の変更の認可 
同上 
 

90 日 

第５０条の３第

２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第５０条の３第２項にお

いて準用する第１２条の２第３

項に規定されている。（※３） 

 

第５０条の４第

２項 
核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第５０条の４第２項にお

いて準用する第１２条の５に規

定されている。（※３） 

 



第５０条の５第

２項 
廃止措置計画の

認可 
基準は、第５０条の５第３項にお

いて準用する第１２条の６第４

項及び再処理規則第１９条の８

に規定されている。（※２） 

※６ 

第５０条の５第

３項において準

用する第１２条

の６第３項 

廃止措置計画の

変更の認可 
 

同上 
 

※６ 

第５０条の５第

３項において準

用する第１２条

の６第７項 
 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第５０条の５第３項にお

いて準用する第１２条の６第７

項に規定されている。（※３） 
 

 

第５０条の５第

３項において準

用する第１２条

の６第８項 

廃止措置の終了

確認 
基準は、第５０条の５第３項にお

いて準用する第１２条の６第８

項及び再処理規則第１９条の１

０に規定されている。（※２） 
 

※６ 

第５１条第２項 
 

指定の取消し等

に伴う廃止措置

計画の認可 

基準は、第５１条第４項において

準用する第１２条の７第５項及

び再処理規則第１９条の８に規

定されている。（※２） 

※６ 

第５１条第４項

において準用す

る第１２条の７

第４項 

指定の取消し等

に伴う廃止措置

計画の変更の認

可 

同上 
 

※６ 

第５１条第４項

において準用す

る第１２条の７

第８項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第５０条の５第３項にお

いて準用する第１２条の７第８

項に規定されている。（※３） 
 

 

第５１条第４項

において準用す

る第１２条の７

第９項 

指定の取消し等

に伴う廃止措置

の終了確認 

基準は、第５１条第４項において

準用する第１２条の７第９項及

び再処理規則第１９条の１０に

規定されている。（※２） 
 

※６ 



【廃棄の規制】    
第５１条の２第

１項 
廃棄事業の許可 当該審査基準は、第５１条の３の

規定を基としつつ、同条第１項に

ついては、以下の旧原子力安全委

員会が決定した安全審査指針、旧

原子力安全委員会が了承した専

門部会報告書等によるものとす

る。 
○原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針（平成１６年５月

２７日、原子力安全委員会決定） 
○放射性廃棄物埋設施設の安全

審査の基本的考え方（昭和６３年

３月１７日、原子力安全委員会決

定） 
○廃業物管理施設の安全性の評

価の考え方（平成元年３月２７

日、原子力安全委員会決定） 
○核燃料施設安全審査基本指針

（昭和５５年２月７日、原子力安

全委員会決定） 
○ウラン加工施設安全審査指針

（昭和５５年１２月２２日、原子

力安全委員会決定） 
○再処理施設安全審査指針（昭和

６１年２月２０日、原子力安全委

員会決定） 
○発電用軽水型原子炉施設に関

する安全設計審査指針（平成２年

８月３０日、原子力安全委員会決

定） 
○放射性液体廃棄物処理施設の

安全審査に当たり考慮すべき事

項ないしは基本的な考え方（昭和

５６年９月２８日、原子力安全委

員会決定） 

※６ 

第５１条の５第

１項 
廃棄事業の変更

の許可 
同上 
 

※６ 



第５１条の６第

１項 
廃棄物埋設施設

等に係る廃棄物

埋設に関する確

認 

基準は、第５１条の６第１項並び

に核燃料物質又は核燃料物質に

よつて汚染された物の第一種廃

棄物埋設の事業に関する規則（平

成２０年経済産業省令第２３号。

以下「第一種埋設規則」という。）

第７条及び核燃料物質又は核燃

料物質によつて汚染された物の

第二種廃棄物埋設の事業に関す

る規則（昭和６３年総理府令第１

号。以下「第二種埋設規則」とい

う。）第６条に規定されている。

（※２） 

※６ 

第５１条の６第

２項 
廃棄体等に係る

廃棄物埋設に関

する確認 

基準は、第５１条の６第２項並び

に第一種埋設規則第１２条及び

第二種埋設規則第８条に規定さ

れている。（※２） 

※６ 

第５１条の７第

１項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

設計及び工事の

方法の認可 

基準は、第５１条の７第３項及び

特定廃棄物埋設施設又は特定廃

棄物管理施設の設計及び工事の

方法の技術基準に関する規則（平

成４年総理府令第４号）に規定さ

れている。（※２） 

※６ 

特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

変更に係る設計

及び工事の方法

の認可 

同上 
 

※６ 

第５１条の７第

２項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設に

係る設計及び工

事の方法の変更

の認可 

同上 
 

※６ 



第５１条の８第

１項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

使用前検査 

基準は、第５１条の８第２項並び

に第一種埋設規則第２０条及び

核燃料物質又は核燃料物質によ

つて汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則（昭和６３年

総理府令第４７号。以下「管理規

則」という。）第９条に規定され

ている。（※２） 

検査終了後 30
日 

特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

変更に係る使用

前検査 

同上 
 

検査終了後 30
日 

第５１条の９第

１項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

溶接検査 

基準は、第５１条の９第３項及び

核燃料施設溶接規則に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第５１条の９第

２項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

溶接の方法の認

可 

基準は第一種埋設規則第２９条

第３項及び管理規則第１５条第

３項の規定を基としつつ、特定廃

棄物管理施設については、以下の

基準によるものとする。 
○特定廃棄物管理施設の溶接の

方法の認可について（平成２４年

４月３日、平成 24・03・26 原院

第 1 号） 

30 日 

第５１条の９第

４項 
輸入した特定廃

棄物埋設施設又

は特定廃棄物管

理施設の溶接検

査 

基準は、第５１条の９第５項及び

核燃料施設溶接規則に規定され

ている。（※２） 

※６ 

第５１条の１０

第１項 
特定廃棄物埋設

施設又は特定廃

棄物管理施設の

施設定期検査 

基準は、第５１条の１０第２項並

びに第一種埋設規則第４０条及

び管理規則第２２条に規定され

ている。（※２） 

検査終了後 30
日 

第５１条の１２

第１項 
廃棄事業者であ

る法人の合併の

認可 

基準は、第５１条の１２第２項に

おいて準用する第５１条の３第

１項第１号及び第５１条の４に

※６ 



規定されている。（※２） 
第５１条の１４

第１項 
廃棄事業の許可

の取消し 
基準は、第５１条の１４第１項並

びに第一種埋設規則第４３条、第

二種埋設規則第１２条及び管理

規則第２５条に規定されている。

（※３） 
 

 

第５１条の１４

第２項 
廃棄事業の許可

の取消し 
基準は、第５１条の１４第２項に

規定されている。（※３） 
 

廃棄事業の停止

命令 
同上  

第５１条の１７

第１項 
保安のために必

要な措置命令 
基準は、第５１条の１７第１項に

規定されている。（※３） 
 

第５１条の１７

第２項 
防護措置に係る

是正措置等の命

令 

基準は、第５１条の１７第２項に

規定されている。（※３） 
 

第５１条の１８

第１項 
廃棄事業者が定

めた保安規定の

認可 

基準は、第５１条の１８第２項に

規定されている。（※２） 
30 日 

廃棄事業者が定

めた保安規定の

変更の認可 

同上 
 

30 日 

第５１条の１８

第３項 
 

廃棄事業者が定

めた保安規定の

変更命令 
 

基準は、第５１条の１８第３項に

規定されている。（※３） 
 

30 日 
 

第５１条の１９

第１項 
廃棄物埋設地の

譲受けの許可 
当該審査基準は、第５１条の２第

１項に掲げる審査基準と同じ。 
※６ 

第５１条の２２ 廃棄物取扱主任

者の解任命令 
基準は、第５１条の２２に規定さ

れている。（※３） 
 

第５１条の２３

第１項 
核物質防護規定

の認可 
基準は、第５１条の２３第２項に

おいて準用する第１２条の２第

２項に規定されている。（※２） 

90 日 

核物質防護規定

の変更の認可 
同上 
 

90 日 

第５１条の２３

第２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第５１条の２３第２項に

おいて準用する第１２条の２第

３項に規定されている。（※３） 

 



第５１条の２４

第２項 
核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第５１条の２４第２項に

おいて準用する第１２条の５に

規定されている。（※３） 

 

第５１条の２４

の２第１項 
閉鎖措置計画の

認可 
基準は、第５１条の２４の２第３

項において準用する第１２条の

６第４項及び第一種埋設規則第

７７条に規定されている。 

 

第５１条の２４

の２第２項 
閉鎖措置の確認 基準は、第５１条の２４の２第２

項に規定されている。（※２） 
 

第５１条の２４

の２第３項にお

いて準用する第

１２条の６第３

項 

閉鎖措置計画の

変更の認可 
基準は、第５１条の２４の２第３

項において準用する第１２条の

６第４項及び第一種埋設規則第

７７条に規定されている。（※２） 

※６ 

第５１条の２４

の２第３項にお

いて準用する第

１２条の６第７

項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

つて汚染された

物による災害防

止上のための措

置等の命令 

基準は、第５１条の２４の２第３

項において準用する第１２条の

６第７項に規定されている。（※

３） 

 

第５１条の２５

第２項 
廃止措置計画の

認可 
基準は、第５１条の２５第３項に

おいて準用する第１２条の６第

４項並びに第一種埋設規則第８

２条、第二種埋設規則第２２条の

１０及び管理規則第３５条の９

に規定されている。（※２） 

※６ 

第５１条の２５

第３項において

準用する第１２

条の６第３項 

廃止措置計画の

変更の認可 
同上 
 

※６ 

第５１条の２５

第３項において

準用する第１２

条の６第７項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第５１条の２５第３項に

おいて準用する第１２条の６第

７項に規定されている。（※３） 
 

 

第５１条の２５

第３項において

廃止措置の終了

確認 
基準は、第５１条の２５第３項に

おいて準用する第１２条の６第

 



準用する第１２

条の６第８項 
８項並びに第一種埋設規則第８

４条、第二種埋設規則第２２条の

１２及び管理規則第３５条の１

１に規定されている。（※３） 
 

第５１条の２６

第２項 
許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の認可 

基準は、第５１条の２６第４項に

おいて準用する第１２条の７第

５項並びに第一種埋設規則第８

２条、第二種埋設規則第２２条の

１０及び管理規則３５条の９に

規定されている。（※３） 
 

※６ 

第５１条の２６

第４項において

準用する第１２

条の７第４項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

計画の変更の認

可 

同上 
 

※６ 

第５１条の２６

第４項において

準用する第１２

条の７第８項 
 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第５１条の２６第４項に

おいて準用する第１２条の７第

８項に規定されている。（※３） 
 

 

第５１条の２６

第４項において

準用する第１２

条の７第９項 

許可の取消し等

に伴う廃止措置

の終了確認 

基準は、第５１条の２６第４項に

おいて準用する第１２条の７第

９項並びに第一種埋設規則第８

４条、第二種埋設規則第２２条の

１２及び管理規則第３５条の１

１に規定されている。（※２） 
 

※６ 

【核燃料物質の使用に関する規制】 
第５２条第１項 核燃料物質の使

用の許可 
基準は、第５３条に規定されてい

る。（※５） 
核原料物質、核

燃料物質及び

原子炉の規制

に関する法律

施行令第 41 条

に該当するも

のは 120 日間、

それ以外は 60



日間 
第５５条 核燃料物質の使

用の変更の許可 
基準は、第５５条第３項において

準用される第５３条に規定され

ている。（※５） 

核原料物質、核

燃料物質及び

原子炉の規制

に関する法律

施行令第 41 条

に該当するも

のは 120 日間、

それ以外は 60
日間 

第５５条の２第

１項 
核燃料物質の使

用施設等の施設

検査 

基準は、第５５条の２第２項及び

核燃料物質の使用等に関する規

則（昭和３２年総理府令第８４

号。以下「燃料使用規則」という。）

第２条の５に規定されている。

（※２） 

検査終了後 30
日間 

核燃料物質の使

用施設等の変更

に係る施設検査 

同上 検査終了後 30
日間 

第５５条の３第

１項 
核燃料物質の使

用施設等の溶接

検査 

基準は、第５５条の３第２項及び

使用施設等の溶接の技術基準に

関する規則（昭和６１年総理府令

第７３号）に規定されている。（※

２） 

検査終了後 30
日間 

第５６条 核燃料物質の使

用者の許可の取

消し 

基準は、第５６条に規定されてい

る。（※３） 
 

第５６条の３第

１項 
核燃料物質の使

用者の保安規定

の認可 

基準は、第５６条の３第２項に規

定されている。（※２） 
90 日間 

核燃料物質の使

用者の保安規定

の変更の認可 

同上 60 日間 

第５６条の３第

３項 
 

核燃料物質の使

用者が定めた保

安規定の変更命

令 

基準は、第５６条の３第３項に規

定されている。（※３） 
 

 

第５７条第３項 防護措置に係る 基準は、第５７条第３項に規定さ  



是正措置等の命

令 
れている。（※３） 

第５７条の２第

１項 
核燃料物質の使

用者の核物質防

護規定の認可 

基準は、第５７条の２第２項にお

いて準用する第１２条の２第２

項に規定されている。（※２） 

※６ 

核燃料物質の使

用者の核物質防

護規定の変更の

認可 

同上 ※６ 

第５７条の２第

２項 
核物質防護規定

の変更命令 
基準は、第５７条の２第２項にお

いて準用する第１２条の２第３

項に規定されている。（※３） 

 

第５７条の３第

２項 
核物質防護管理

者の解任命令 
基準は、第５７条の３第２項にお

いて準用する第１２条の５に規

定されている。（※３） 

 

第５７条の６第

２項 
廃止措置に関す

る計画の認可 
基準は、第５７条の６第３項にお

いて準用する第１２条の６第４

項及び燃料使用規則第６条の５

に規定されている。（※２） 

※６ 

第５７条の６第

３項において準

用する第１２条

の６第３項 

廃止措置に関す

る計画の変更の

認可 

同上 ※６ 

第５７条の６第

３項において準

用する第１２条

の６第７項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

つて汚染された

物による災害防

止上のための措

置等の命令 

基準は、第５７条の６第３項にお

いて準用する第１２条の６第７

項に規定されている。（※３） 

 

第５７条の６第

３項において準

用する第１２条

の６第８項 

廃止措置終了の

確認 
基準は、燃料使用規則第６条の７

において規定されている。（※２） 
※６ 

第５７条の７第

２項 
廃止措置に関す

る計画の認可（旧

使用者等に係る

ものに限る） 

基準は、第５７条の７第４項にお

いて準用する第１２条の７及び

燃料使用規則第６条の５に規定

されている。（※２） 

※６ 

第５７条の７第 廃止措置に関す 同上 ※６ 



４項において準

用する第１２条

の７第４項 

る計画の変更の

認可（旧使用者等

に係るものに限

る） 
第５７条の７第

４項において準

用する第１２条

の７第８項 

核燃料物質又は

核燃料物質によ

って汚染された

物による災害防

止のための措置

等の命令 

基準は、第５７条の７第４項にお

いて準用する第１２条の７第８

項に規定されている。（※３） 

 

第５７条の７第

４項において準

用する第１２条

の７第９項 

廃止措置終了の

確認（旧使用者等

に係るものに限

る） 

基準は、燃料使用規則第６条の７

に規定されている。（※２） 
※６ 

第５７条の８第

５項 
核原料物質の使

用に係る是正命

令 

基準は、第５７条の８第５項に規

定されている。（※３） 
 

【原子力事業者等の規制】 
第５８条第２項 工場等外廃棄に

関する確認 
基準は、第５８条第２項及び核燃

料物質等の工場又は事業所の外

における廃棄に関する規則（昭和

５３年総理府令第５６号。以下

「外廃棄規則」という。）第２条

第１項に規定されている。（※２） 

※６ 

第５８条第３項 保安のために必

要な措置命令 
基準は、第５８条第３項及び外廃

棄規則第２条第１項に規定され

ている。（※３） 

 

第５９条第２項 運搬に関する措

置（運搬する物に

関するものに限

る）の確認 

当該審査基準は、第５９条第１項

及び第２項並びに核燃料物質等

の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則（昭和５３年総

理府令第５７号。以下「外運搬規

則」という。）第２条から第１５

条まで及び第１７条の規定を基

としつつ、原子力事業者等（発電

用原子炉以外の原子炉に係る原

子炉設置者及び使用者（発電用原

子炉以外の原子炉に係る旧原子

※６ 



炉設置者及び旧使用者を含む。）

を除く。）及び当該原子力事業者

等から運搬を委託された者が行

う運搬については、以下の基準に

よるものとする。 
○工場又は事業所の外において

運搬される核燃料輸送物の確認

等に関する事務手続について（平

成２３年６月１日付け平成 23・
03・07 原院第７号。以下「外運

搬確認等事務手続通達」という。） 
 
○車両運搬確認申請書、容器承認

申請書及び核燃料輸送物設計承

認申請書に添付する説明書の記

載要領について（平成２３年６月

１日付け平成 23・03・07 原院第

８号。以下「外運搬確認等記載要

領通達」という。） 
第５９条第３項 運搬に使用する

容器の承認 
当該審査基準は、第５９条第１項

及び第３項並びに外運搬規則第

４条から第１２条までの規定を

基としつつ、原子力事業者等（発

電用原子炉以外の原子炉に係る

原子炉設置者及び使用者（発電用

原子炉以外の原子炉に係る旧原

子炉設置者及び旧使用者を含

む。）を除く。）及び当該原子力事

業者等から運搬を委託された者

が行う運搬に使用する容器につ

いては、以下の基準によるものと

する。 
○外運搬確認等事務手続通達 
○外運搬確認等記載要領通達 

※６ 

第５９条第４項 保安及び特定核

燃料物質の防護

のために必要な

措置命令 

基準は、第５９条第１項及び第４

項並びに外運搬規則第２条から

第１５条まで及び第１７条に規

定されている。（※３） 

 



第５９条の２第

２項 
特定核燃料物質

の運搬に関する

取決めの締結に

関する確認 

基準は、第５９条の２第１項に規

定されている。（※２） 
14 日間 

第６０条第３項 特定核燃料物質

の防護のために

必要な措置命令 

基準は、第６０条第２項及び第３

項並びに核燃料物質の受託貯蔵

に関する規則（平成１２年総理府

令第１２５号）第３条に規定され

ている。（※３） 

 

第６１条の２第

１項 
放射能濃度につ

いての確認（加工

施設（ウラン・プ

ルトニウム混合

酸化物燃料材を

取り扱うものを

除く。）、実用発電

用原子炉又は研

究開発段階炉に

係るものに限

る。） 

基準は、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律

第６１条の２第４項に規定する

製錬事業者等において用いた資

材その他の物に含まれる放射性

物質の放射能濃度についての確

認等に関する規則（平成１７年経

済産業省令第１１２号。以下「放

射能濃度確認規則」という。）第

４条に規定されている。（※３） 

※６ 

放射能濃度につ

いての確認（試験

研究の用に供す

る原子炉等に係

る放射能濃度に

ついての確認等

に関する規則（平

成１７年文部科

学省令第４９号。

「以下「試験炉等

クリアランス規

則」という。）第

１条に規定する

試験研究炉等設

置者等又は使用

者（旧使用者等を

含む。）に係るも

のに限る。） 

基準は、試験炉等クリアランス規

則第４条第１項に規定されてい

る。（※２） 

※６ 



第６１条の２第

２項 
放射能濃度の測

定及び評価の方

法の認可（加工施

設（ウラン・プル

トニウム混合酸

化物燃料材を取

り扱うものを除

く。）、実用発電用

原子炉又は研究

開発段階炉に係

るものに限る。） 

基準は、放射能濃度確認規則第６

条に規定されている。（※２） 
 

※６ 

第６１条の２第

２項 
放射能濃度の測

定及び評価の方

法の認可（試験炉

等クリアランス

規則第１条に規

定する試験研究

炉等設置者等又

は使用者（旧使用

者等を含む。）に

係るものに限

る。） 

基準は、試験炉等クリアランス規

則第６条に規定されている。（※

２） 

※６ 

【雑則】    
第６４条第３項 危険時の措置命

令 
基準は、第６４条第３項に規定さ

れている。（※３） 
 

第６４条の２第

１項 
特定原子力施設

の指定 
基準は、第６４条の２第１項に規

定されている。（※３） 
 

第６４条の２第

３項 
特定原子力施設

の指定の解除 
基準は、第６４条の２第３項に規

定されている。（※３） 
 

第６４条の３第

１項 
特定原子力事業

者等が作成した

実施計画の認可 

基準は、第６４条の３第３項に規

定されている。（※２） 
※６ 

第６４条の３第

２項 
特定原子力事業

者等が作成した

実施計画の変更

の認可 

同上 ※６ 

第６４条の３第

４項 
特定原子力事業

者等が作成した

基準は、第６４条の３第４項に規

定されている。（※３） 
 



実施計画の変更

命令 
【その他】    
核燃料物質等の

工場又は事業所

の外における運

搬に関する規則

（昭和５３年総

理府令第５７

号）第２１条第

２項 

核燃料輸送物の

設計の承認 
当該審査基準は、原子力事業者等

（発電用原子炉以外の原子炉に

係る原子炉設置者及び使用者（発

電用原子炉以外の原子炉に係る

旧原子炉設置者及び旧使用者を

含む。）を除く。）及び当該原子力

事業者等から運搬を委託された

者が行う運搬する核燃料輸送物

については、以下の基準によるも

のとする。 
○外運搬確認等事務手続通達 
○外運搬確認等記載要領通達 
 
 

※６ 

 
※１：当面申請が見込まれないため、具体的な審査基準又は処分基準を設定しない。 
※２：更に具体的な審査基準を作成することは困難であるため、具体的な審査基準又

は処分基準を設定しない。 
※３：更に具体的な処分基準を作成することは困難であるため、具体的な審査基準又

は処分基準を設定しない。 
※４：旧原子力安全委員会が決定した試験研究用原子炉に関する審査指針のほか、発

電用軽水型原子炉施設に係る指針等を参考にする。 
※５：旧原子力安全委員会が決定した核燃料施設に関する審査指針のほか、発電用軽

水型原子炉施設に係る指針等を参考にする。 
※６：申請件数が乏しい、又は申請内容によって審査に要する期間が大きく変動する

こと等の理由により設定しない。 
※７：事案ごとの裁量が大きく審査基準を設定することは困難であること等の理由に

より設定しない。 


